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拉致問題の解決に
力を貸してください

問い合わせ…福祉総務課　i048-259-7929　k048-255-3188
　　　　　　拉致問題を考える川口の会　代表 前原 博孝　i090-4423-8097　特定失踪者問題調査会　i03-5684-5058

〈特定失踪者〉

藤田 進さん（19）
昭和51年2月7日失踪

新宿にガードマンのアルバ
イトに行くと言って川口市
の自宅を出たまま行方不明
川口西中、浦高卒
本籍　川口市

ふじた すすむ

〈政府認定拉致被害者〉

田口 八重子さん（22）
昭和53年6月29日失踪

1歳と2歳の子を残して東京池
袋から北朝鮮に拉致される
本籍　川口市

たぐち　や  え  こ

〈特定失踪者〉

井上 克美さん（21）
昭和46年12月29日
失踪

川口市内で忘年会後に友人
と別れ、その後行方不明、
長男が生まれる直前だった

いのうえ かつよし

〈特定失踪者〉

新木 章さん（29）
昭和52年5月21日
失踪

川口市の自宅から外出した
まま行方不明
川口南中、川口商業高卒

あらき あきら
〈特定失踪者〉

佐々木 悦子さん（27）
平成3年4月22日失踪

会社に行くと言って浦和市
の家を出たまま行方不明
岸川中、川口女子高卒
脱北者による目撃情報があ
る

さ さ き　えつこ

署名にご協力を

※年齢は拉致失踪当時

政府認定拉致被害者の田口八
重子さんが昭和53年6月29日
に拉致され、今年で40年にな
ります。
期間 6月29日（金）～7月3日（火）

署名活動 10：00～17：00
場所 中央図書館（キュポ・ラ5階）

　特定失踪者問題調査会に
よれば、特定失踪者は、全
国で約470人いるとされ、
今も北朝鮮で救助を待ち望
んでいます。
※特定失踪者…北朝鮮によ
る拉致の疑いを排除できな
いかた

消えた川口の5人

田口八重子さん 写 真 展

40年という時間を、あなたはどのように過ごしてきましたか。
40年という時間があったら、あなたは何をしたいですか。

　2人の子どもに恵まれ忙しくも充実した日
常は、40年前の6月29日、北朝鮮に拉致さ
れたことで唐突に奪われてしまいました。
「どこへ連れて行かれるの。」
「子どもたちはこれからどうなってしまう
の。」
　その日の田口八重子さんの心情を想像する
と胸がつぶれそうです。
　彼女を家族に返してあげたい。
　家族との時を築いてほしい。
　拉致問題解決の機運を高めるため、写真展
に足を運んでいただき、ぜひ署名をお願いし
ます。

　本市では、拉致被害者などの早期帰国と
拉致問題の真相解明を求める署名を募り、
累計で32万筆を超える署名が集まってい
ます。「拉致問題を考える川口の会」では、
毎月第1日曜日に川口駅東口で署名活動を
行っています。
　皆さん一人ひとりの署名は、解決の糸口
が見つからない中、被害者家族が活動を続
けていく上で何よりの励みになっています。
　ぜひ、ご協力をお願いします。

失われた日常を、知ってください。

実家に近いアパートで友人のお別れ会を開いた八重子さん（左側）。
2歳の長女（左から2人目）と生後半年の長男・耕一郎さん（右から2
人目）に向けられた母のまなざし。昭和52年（1977年）8月

40年
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問い合わせ…保育入所課（第二庁舎3階）　A048-258-4097　E048-252-7776

以下の全てに該当するかた
■ 0～5歳までの子どもであること（当該年度4月1日時点の満年齢）
■ 子どもと保護者が市内に住民登録し、居住していること
■ 保護者が支給認定を受けていること
■ 保育所などの利用申込を行い、利用保留（待機）となっていること
■ 月64時間以上の月極契約により補助対象施設を利用していること
■ 認可外保育施設の利用料を滞納していないこと

対　　象

市に届出を行っている認可外保育施設
（一部を除く）
※対象の可否は、保育入所課または利用中

の施設にお問い合わせください。

対象施設

■ 申請書（市指定様式）
■ 月64時間以上の月極契約を行っ

ていることと利用料金が分かる
書類の写し

◆以上２点を保育入所課へ郵送または
持参

◆郵送先　〒332-8601　青木2-1-1
※申請書は保育入所課窓口または補助

対象施設で配布。市ホームページか
らダウンロードもできます。

申　　請

独自制度で
 子育て環境充実！

□詳細はお問い合わせください。市ホームページにも情報を掲載しています。

申請期間

※１年度につき４回の申請です。申請期間は閉庁日を除きます。
※第４期の申請期間にご注意ください。

対象保護者に月額１万円を上限として
利用料の一部を補助します。

月額１万円を上限

平成30年度から

利用料補助事業を開始しています利用料補助事業を開始しています
認可外保育施設の

補助対象月

４～ ６月

７～ ９月

10～12月

１～ ３月

平成30年７月１日㈰～31日㈫

平成30年10月１日㈪～31日㈬

平成31年１月１日㈷～31日㈭

平成31年３月１日㈮～31日㈰

申請期間（消印有効）

第１期

第２期

第３期

第４期

期別


